
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

１ 平成２７年第３回定例会提出予定議案の説明 

      【議案第８９号関係】 

(8) 川崎市市税条例の一部を改正する条例の概要 
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１ 軽自動車税の税率の特例 

(1) 税制改正及び市税条例改正の内容 

３輪・４輪以上の軽自動車に対する軽自動車税について、環境性能に優れた軽自動車の普及を促進するため、一定の環境性能を 

有する軽自動車について、その燃費性能、排気性能に応じて特例措置（軽課）を実施するもの 

 

車 種 区 分 現行 

 

電気自動車等（※１） 

【税率を概ね７５％軽減】 

★★★★（※２）かつ 

Ｈ３２年度燃費基準＋２０％達成車

（貨物用は★★★★かつＨ２７年度 

燃費基準＋３５％達成車） 

【税率を概ね５０％軽減】 

★★★★かつ 

Ｈ３２年度燃費基準達成車 

（貨物用は★★★★かつ H２７年

度燃費基準＋１５％達成車） 

【税率を概ね２５％軽減】

３輪 ３，９００円 １，０００円 ２，０００円 ３，０００円

４輪以上

乗用 
営業用 ６，９００円 １，８００円 ３，５００円 ５，２００円

自家用 １０，８００円 ２，７００円 ５，４００円 ８，１００円

貨物用
営業用 ３，８００円 １，０００円 １，９００円 ２，９００円

自家用 ５，０００円 １，３００円 ２，５００円 ３，８００円

 

※１ 電気自動車及び天然ガス自動車（ポスト新長期規制から窒素酸化物１０％低減） 

※２ ★★★★＝平成１７年排出ガス基準７５％低減達成車 

 

(2) 適用区分 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて車両番号の指定を受けた（＝新規取得）３輪・４輪以上の軽自

動車に対して、平成２８年度課税分のみ適用する。 
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（参考資料）軽自動車税の税率 

車 種 区 分 ２６年度 

 

２７年度 

（※１） 

２８年度から 

 グリーン化特例 

重課 

（※２） 

軽課（※３） 

電気自動車等 

(※４) 

★★★★（※５）

かつ 

H32 年度燃費基

準＋20％達成車

（※６） 

★★★★ 

かつ 

H32 年度燃費 

基準達成車 

（※７） 

 50cc 以下 １，０００円 ２，０００円 

原動機付自転車 
90cc 以下 １，２００円 ２，０００円 

125cc 以下 １，６００円 ２，４００円 

 ３輪以上のもの ２，５００円 ３，７００円 

軽２輪（125cc 超 250cc 以下） ２，４００円 ３，６００円 

小型２輪（250cc 超） ４，０００円 ６，０００円 

軽自動車 その他（例：スノーモービル） ２，４００円 ３，６００円 

小型特殊 

自動車 

農耕作業用（例：トラクター） １，６００円 ２，０００円 

その他（例：フォークリフト） ４，７００円 ５，９００円 

軽自動車 

３輪 ３，１００円 ３，９００円  ４，６００円 １，０００円 ２，０００円 ３，０００円

 
乗用 

 営業用 ５，５００円 ６，９００円  ８，２００円 １，８００円 ３，５００円 ５，２００円

４輪  自家用 ７，２００円 １０，８００円  １２，９００円 ２，７００円 ５，４００円 ８，１００円

以上
貨物用 

営業用 ３，０００円 ３，８００円  ４，５００円 １，０００円 １，９００円 ２，９００円

 自家用 ４，０００円 ５，０００円  ６，０００円 １，３００円 ２，５００円 ３，８００円

※１ 平成 27年 4月 1日以後に初めて車両番号の指定を受けた 3輪・4輪以上の軽自動車から適用する。 

※２ 初めて車両番号の指定を受けてから 13年を経過した 3輪・4輪以上の軽自動車に対して、その翌年度から適用する。 

※３ 平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた 3輪・4輪以上の軽自動車に対して、平成 28年度課税分のみ適用する。 

※４ 電気自動車及び天然ガス自動車（ポスト新長期規制から窒素酸化物 10％低減） 

※５ ★★★★＝平成 17年排出ガス基準 75％低減達成車 

※６ 貨物用は★★★★かつ H27 年度燃費基準＋35％達成車   ※７ 貨物用は★★★★かつ H27 年度燃費基準＋15％達成車 

平
成
２７
年
度
と
同
率 

平
成
２６
年
度
と
同
率 
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２ 固定資産税等の課税標準の特例等 

(1) 税制改正及び市税条例改正の内容 

わがまち特例（※）により、固定資産税等の課税標準の特例等の割合を次のとおり定めるもの 

※ 地方税法に定める特例措置について、国が一律に定めていた内容を法律の定める範囲内において地方団体が自主的に判断し、

条例で決定する仕組みのこと 

ア 課税標準の特例（課税標準を条例で定める割合に減少させるもの） 

地方税法 対象資産 特例割合 
参酌すべき

割合 

条例で定め

る割合 

附則第１５条 

第１８項本文 
公共施設及び一定の都市利便施設の用に 
供する家屋及び償却資産（固定資産税・都市計画税） 

（公共施設）公園、広場等 

（都市利便施設）緑化施設、通路 

都市再生緊急整備 

地域内 

２分の１以上 

１０分の７以下
５分の３ ５分の３ 

附則第１５条 

第１８項ただし書 

特定都市再生緊急整備

地域内 

５分の２以上 

５分の３以下
２分の１ ２分の１ 

附則第１５条 

第３０項 
津波避難施設等（家屋）（固定資産税） 
（管理協定の対象となる津波避難施設のうち避難の用に供する部分） 

３分の１以上

３分の２以下 
２分の１ ２分の１ 

附則第１５条 

第３１項 
津波避難施設等（償却資産）（固定資産税） 
（管理協定の対象となる津波避難施設に附属する誘導灯、誘導標識、自動解錠装置）

３分の１以上

３分の２以下 
２分の１ ２分の１ 

イ 固定資産税の減額（税額を条例で定める割合の分減少させるもの） 

地方税法 対象資産 特例割合 
参酌すべき

割合 

条例で定め

る割合 

附則第１５条の８

第４項 
サービス付き高齢者向け住宅（固定資産税） 

２分の１以上

６分の５以下 
３分の２ ３分の２ 

 
 

(2) 適用区分 

平成２７年４月１日以後に取得等された資産について、平成２８年度課税分から適用する。 
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３ 紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の特例税率の廃止 

(1) 税制改正及び市税条例改正の内容 

紙巻たばこ３級品（※）に対する特例税率を廃止し、段階的に税率の引上げを実施するもの 

※ 旧専売納付金制度下で、３級品として低価格で販売されていた中質及び下質の葉たばこを主原料に用いて調整したもの 

  （エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びうるまの６銘柄） 

 

紙巻たばこ３級品に係る税率の引上げ  （単位：１，０００本）   （参考）       （単位：１，０００本）

実施日 市たばこ税率  県たばこ税率 国たばこ税率 

現行 ２，４９５円 ４１１円 ２，９０６円

平成２８年４月１日 ２，９２５円 ４８１円 ３，４０６円

平成２９年４月１日 ３，３５５円 ５５１円 ３，９０６円

平成３０年４月１日 ４，０００円 ６５６円 ４，６５６円

平成３１年４月１日 ５，２６２円 ８６０円 ６，１２２円

一般品の現行税率 ５，２６２円 ８６０円 ６，１２２円

  ※ 地方たばこ税率（市たばこ税と県たばこ税の合計）＝国たばこ税率（たばこ税＋たばこ特別税の合計） 

 

(2) 手持品課税の実施 

      旧税率で仕入れた製造たばこを、新税率引上げ後の価格で販売することによる不当利得の防止のために、税率の引上げ時に一定 

数量（５，０００本）以上の紙巻たばこ３級品を所持する者に対して実施するもの 
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川崎市市税条例の一部を改正する条例（新旧対照表）【第１条による改正】 

 

 改正後 改正前 

○川崎市市税条例 ○川崎市市税条例 

昭和25年８月19日条例第26号 昭和25年８月19日条例第26号

附 則 附 則 

１～７ 略 １～７ 略 

（固定資産税等の課税標準の特例等） （固定資産税等の課税標準の特例  ） 

８ 法附則第15条及び法附則第15条の８に規定する条例で定める割合は、

次のとおりとする。 

８ 法附則第15条          に規定する条例で定める割合は、

次のとおりとする。 

（１） 法附則第15条第２項第１号に規定する条例で定める割合 ３分の

   １ 

（２） 法附則第15条第２項第２号に規定する条例で定める割合 ２分の

１ 

（３） 法附則第15条第２項第３号に規定する条例で定める割合 ２分の

１ 

（４） 法附則第15条第２項第６号に規定する条例で定める割合 ４分の

３ 

（５） 法附則第15条第８項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 

（１） 法附則第15条第２項第１号に規定する条例で定める割合 ３分の

  １ 

（２） 法附則第15条第２項第２号に規定する条例で定める割合 ２分の

１ 

（３） 法附則第15条第２項第３号に規定する条例で定める割合 ２分の

１ 

（４） 法附則第15条第２項第６号に規定する条例で定める割合 ４分の

３ 

（５） 法附則第15条第８項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 

(６) 法附則第15条第18項本文に規定する条例で定める割合 ５分の３                                  

(７) 法附則第15条第18項ただし書に規定する条例で定める割合 ２分

の１ 

                                

                                

(８) 法附則第15条第30項に規定する条例で定める割合 ２分の１                                 

(９) 法附則第15条第31項に規定する条例で定める割合 ２分の１                                  

(10) 法附則第15条第36項に規定する条例で定める割合 ３分の２ (６) 法附則第15条第36項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 

 (11) 法附則第15条第39項に規定する条例で定める割合 ３分の２  (７) 法附則第15条第39項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 

 (12) 法附則第15条第40項に規定する条例で定める割合 ４分の３  (８) 法附則第15条第40項に規定する条例で定める割合 ４分の３ 

 (13) 法附則第15条の８第４項において読み替えて準用する法附則第15

条の６第２項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 
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 改正後 改正前 

９～24 略 ９～24 略 

 

（平成28年度分の軽自動車税の税率の特例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 法附則第30条第１項から第３項までに規定する３輪以上の軽自動車に

対する第64条第１項第２号の規定の適用については、当該軽自動車が平

成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に初めて道路運送車両法

第60条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合において、

平成28年度分の軽自動車税に限り、次のとおりとする。 

(１) 法附則第 30 条第１項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 1,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 1,800 円

10,800 円 2,700 円

3,800 円 1,000 円

5,000 円 1,300 円

(２) 法附則第 30 条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次号に

おいて同じ。）については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 2,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 3,500 円

10,800 円 5,400 円

3,800 円 1,900 円

5,000 円 2,500 円

(３) 法附則第 30 条第３項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（前号の規定の適用を受けるものを除く。）については、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
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 改正後 改正前 

右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 3,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 5,200 円

10,800 円 8,100 円

3,800 円 2,900 円

5,000 円 3,800 円
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川崎市市税条例の一部を改正する条例（新旧対照表）【第２条による改正】 

 

 改正後 改正前 

○川崎市市税条例 ○川崎市市税条例 

昭和25年８月19日条例第26号 昭和25年８月19日条例第26号

附 則 附 則 

１～13 略 １～13 略 

            

                                 

                                 

          

14～23 略 

（市たばこ税の税率の特例） 

14 法附則第30条の２の規定により、同条に定める紙巻たばこに係る市た

ばこ税の税率は、第75条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき

2,495円とする。 

15～24 略 

（平成28年度分の軽自動車税の税率の特例） （平成28年度分の軽自動車税の税率の特例） 

24 法附則第30条第３項から第５項までに規定する３輪以上の軽自動車に

対する第64条第１項第２号の規定の適用については、当該軽自動車が平

成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に初めて道路運送車両法

第60条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合において、

平成28年度分の軽自動車税に限り、次のとおりとする。 

(１) 法附則第 30 条第３項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動

車については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 1,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 1,800 円

10,800 円 2,700 円

3,800 円 1,000 円

5,000 円 1,300 円

(２) 法附則第 30 条第４項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動

車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次号におい

て同じ。）については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

25 法附則第30条第１項から第３項までに規定する３輪以上の軽自動車に

対する第64条第１項第２号の規定の適用については、当該軽自動車が平

成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に初めて道路運送車両法

第60条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合において、

平成28年度分の軽自動車税に限り、次のとおりとする。 

(１) 法附則第 30 条第１項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 1,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 1,800 円

10,800 円 2,700 円

3,800 円 1,000 円

5,000 円 1,300 円

(２) 法附則第 30 条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次号に

おいて同じ。）については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄
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 改正後 改正前 

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 2,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 3,500 円

10,800 円 5,400 円

3,800 円 1,900 円

5,000 円 2,500 円

(３) 法附則第 30 条第５項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（前号の規定の適用を受けるものを除く。）については、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 3,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 5,200 円

10,800 円 8,100 円

3,800 円 2,900 円

5,000 円 3,800 円
 

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 2,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 3,500 円

10,800 円 5,400 円

3,800 円 1,900 円

5,000 円 2,500 円

(３) 法附則第 30 条第３項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（前号の規定の適用を受けるものを除く。）については、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第 64 条第１項第２

号ア(ｲ) 
3,900 円 3,000 円

第 64 条第１項第２

号ア(ｳ) 

6,900 円 5,200 円

10,800 円 8,100 円

3,800 円 2,900 円

5,000 円 3,800 円

  

 


